
浜松市こども・若者支援地域協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 浜松市における社会生活を円滑に営む上で困難を有すこども・若者（以下「若者

等」という。）について、関係機関の連携による支援を行うため、子ども・若者育成支援

推進法（平成２１年法律第７１号）（以下「法」という。）第１９条第１項の規定に基づ

く子ども・若者支援地域協議会として、浜松市こども・若者支援地域協議会（以下「協

議会」という。）を設置する。 

（支援対象） 

第２条 協議会が支援対象とする若者等とは、概ね１５歳から４０歳未満までの者で、複

数の機関等が密接に連携して総合的に支援する必要がある者をいう。 

２ 他の法令等に基づく支援が可能な若者等については、その法令による支援を優先して

行うものとする。 

（組織） 

第３条 協議会は、別表１及び２に掲げる機関等により構成する。 

（子ども・若者支援調整機関） 

第４条 法第２１条第１項に規定するこども・若者支援調整機関（以下「調整機関」とい

う。）は、浜松市こども家庭部こども若者政策課青少年育成センターとする。 

（子ども・若者指定支援機関） 

第５条 法第２２条第１項に規定する子ども・若者指定支援機関は、浜松市こども若者総

合相談センターとする。 

（会議） 

第６条 協議会の中に、次に掲げる会議を置く。 

(1)  代表者会議 

(2)  実務者会議 

(3)  個別ケース検討会（以下「検討会」という。） 

（代表者会議） 

第７条 代表者会議は、協議会に参加する機関の代表者及び知識経験のある者等により構

成する。 

２ 代表者会議に常任委員及び協力委員を置き、別表１に掲げる機関等において選出され

た者をもって充てる。 

３ 代表者会議は、次に掲げる事務を行う。 

(1)  若者等の支援に関する機関間の効果的な連携体制の構築 

(2) 若者等の支援施策の提言 

(3)  若者等の支援の現況に関する情報の共有化 

(4)  若者等の支援施策の周知 



 (5)  その他若者等の支援に関すること 

（実務者会議） 

第８条 実務者会議は、協議会に参加する機関の実務者等により構成する。 

２ 実務者会議の構成員は、別表２に掲げる機関等において選出された者をもって充てる。 

３ 実務者会議は、次に掲げる事務を行う。 

(1)  検討会で協議された個別事例に関する支援状況の進行管理及び助言 

(2)  若者等の支援に関する機関間の効果的な連携体制の研究 

(3) 困難を抱えた若者等に対する支援スキルの研修 

(4)  浜松市こども計画に関すること 

(5) その他若者等の支援に関すること 

（検討会） 

第９条 検討会は、支援を必要とする若者等に直接関わりを有している機関の担当者及び

今後関わりを有する可能性のある機関の担当者で構成する。 

２ 検討会は、次に掲げる事務を行う。 

(1)  支援を要する若者等の状況の把握及び問題点の確認 

(2)  支援の経過報告並びにその評価及び新たな情報の共有 

 (3)  支援方針の確立、役割分担の決定及び支援に関する認識の共有 

(4)  ケースの主担当機関及びキーパーソン（主たる援助者）の決定 

 (5)  実際の支援方針及び支援スケジュールの検討 

（こども・若者支援アドバイザー） 

第１０条 別に定めるこども・若者支援アドバイザーは必要に応じて協議会に参画し、指

導及び助言を行うものとする。 

（こども・若者支援スーパーバイザー） 

第１１条 別に定めるこども・若者支援スーパーバイザーは必要に応じて協議会に参画し、

指導及び助言を行うものとする。 

（事務局） 

第１２条 協議会の事務局は調整機関が行う。 

（守秘義務） 

第１３条 次に掲げる者は、法第２４条の規定にのっとり、秘密保持を遵守しなければな

らない。 

  (1)  代表者会議の委員及び委員であった者 

(2)  実務者会議の構成員及び構成員であった者 

(3)  検討会の構成員及び構成員であった者 

 

 

 



附則 

この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

 

別表１（第３条及び第７条第２項関係） 

代表者会議 

区分 機関名等 

常任委員 

浜松市こども家庭部 

浜松市健康福祉部 

浜松市学校教育部 

静岡保護観察所 

静岡地方法務局浜松支局 

浜松公共職業安定所 

静岡県警察本部浜松市警察部 

地域若者サポートステーションはままつ 

浜松市ひきこもりサポートセンター 

西遠地区生徒指導研究協議会 

浜松市立小中学校を代表する者 

協力委員 

（代表者会議が協議内容に

応じ適宜招集する者） 

静岡県西部県民生活センター 

浜松市こども家庭部こども若者政策課 

浜松市こども家庭部こども若者政策課青少年育成センター 

浜松市こども家庭部子育て支援課 

浜松市こども家庭部児童相談所 

浜松市企画調整部国際課 

浜松市健康福祉部福祉総務課 



浜松市健康福祉部障害保健福祉課 

浜松市健康福祉部精神保健福祉センター 

浜松市産業部労働政策課 

浜松市学校教育部教育支援課 

その他協議会が必要があると認める者 

 
別表２（第３条及び第８条第２項関係） 

実務者会議 

機関名等 

浜松市こども家庭部こども若者政策課青少年育成センター 

浜松市こども家庭部児童相談所 

浜松市健康福祉部精神保健福祉センター 

浜松市ひきこもりサポートセンター 

浜松市学校教育部教育支援課教育総合支援センター 

地域若者サポートステーションはままつ 

浜松公共職業安定所 

静岡地方法務局浜松支局 

静岡県西部県民生活センター 

浜松市こども家庭部子育て支援課 

浜松市発達相談支援センター  

静岡県警察西部地区少年サポートセンター 

浜松市多文化共生センター 

浜松市外国人学習支援センター 

浜松市健康福祉部障害保健福祉課 

浜松市健康福祉部福祉総務課 

浜松市社会福祉協議会 

浜松市障がい者基幹相談支援センター 

浜松市生活自立相談支援センター 

浜松市こども若者総合相談センター 

その他実務者会議が必要があると認める者 

 


